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(57)【要約】
　本明細書に記載するのは、手術及び介入医療処置にお
ける副作業を自動化する為の機器及び方法である。この
機器は、監視付自律下で作業を実行する為の、ロボット
位置決めプラットフォーム、自動化プログラムを有する
オペレーティングシステム、及び先端部の作動体器具か
ら成る。オペレーティングシステムは、複数の画像診断
法の１つ又は融合に基づき自動化プログラムを実行し、
決まった形のない環境内の移動し変形し得る標的の実時
間追跡をガイドする一方、先端部の作動体器具は、精度
、正確さ、操縦性、及び反復を必要とする外科的介入副
作業を実行する。この機器及び方法は、これらの医療処
置をより効率的且つ効果的にし、より広範なアクセス並
びにより画一的な結果及び改善された安全性をもたらす
。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　自動化された外科的処置を行う為のシステムであって、
　術野に関する情報を提供するセンサと、
　外科医が出す指令を受け付けるように構成されるユーザインターフェイスと、
　前記外科医に情報を中継するように構成されるフィードバック装置と、
　手術作業を行う為に使用される先端部を有する手術器具と、
　前記手術器具に結合され、前記手術器具の位置を決め向きを整える手術ロボットと、
　処理ハードウェアによって実装され、
　　前記センサからセンサデータを受け取り、
　　前記センサデータに基づき標的組織、周囲組織、及び前記手術器具の先端部の少なく
とも１つにおける位置を明らかにし、
　　前記明らかにした前記標的組織、前記周囲組織、及び前記器具の先端の作動体の少な
くとも１つにおける位置を追跡する
　ように構成される追跡処理モジュールと、
　前記処理ハードウェアによって実装され、前記センサ、前記追跡処理モジュール、及び
前記ユーザインターフェイスから受け取るデータを自動化プログラムによって処理し、指
令を生成し、前記指令を前記手術ロボットに送るように構成される制御モジュールと
　を含む、システム。
【請求項２】
　前記システムが、前記術野に関する情報を提供する複数のセンサを含む、請求項１に記
載のシステム。
【請求項３】
　前記センサが、カメラ、近赤外蛍光（ＮＩＲ）カメラ、デプスカメラ、立体照明３Ｄス
キャナのうちの１つである、請求項１に記載のシステム。
【請求項４】
　前記フィードバック装置が、視覚的指示又は画像を表示するように構成されるディスプ
レイ、又は聴覚装置である、請求項１に記載のシステム。
【請求項５】
　前記追跡処理モジュールが、前記明らかにした前記標的組織、前記周囲組織、及び前記
器具の先端の作動体の少なくとも１つにおける位置を、近赤外蛍光（ＮＩＲ）マーカーを
使用して追跡するように更に構成される、請求項１に記載のシステム。
【請求項６】
　前記手術ロボットが前記手術器具に脱着可能に結合される、請求項１に記載のシステム
。
【請求項７】
　前記自動化プログラムが半自律である、請求項１に記載のシステム。
【請求項８】
　前記自動化プログラムが監視付自律である、請求項１に記載のシステム。
【請求項９】
　前記制御モジュールが、外科医の入力に基づき、前記自動化プログラムを無効にし、マ
スタ－スレーブモードを実施するように構成される、請求項１に記載のシステム。
【請求項１０】
　前記制御モジュールが、視覚サーボ補正を実施するように更に構成される、請求項１に
記載のシステム。
【請求項１１】
　前記自動化プログラムが、吻合を行うように構成される、請求項１に記載のシステム。
【請求項１２】
　前記制御モジュールが、フライ禁止区域、遠隔運動中心、及び速さ／力の限界の少なく
とも１つに基づき前記指令を更に生成するように更に構成される、請求項１に記載のシス
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テム。
【請求項１３】
　前記自動化プログラムが、指令を生成し、前記指令を前記手術ロボットに送ることによ
って組織を結合するように構成される、請求項１に記載のシステム。
【請求項１４】
　前記組織を前記結合することが縫合、クリップ、ステープル、又は接着剤によって行わ
れる、請求項１３に記載のシステム。
【請求項１５】
　前記制御モジュールが、前記器具の先端部を目標まで運ぶ為に視覚サーボ補正を実施す
るように更に構成される、請求項１に記載のシステム。
【請求項１６】
　前記追跡処理モジュールによって明らかにされる前記位置が三次元の位置である、請求
項１に記載のシステム。
【請求項１７】
　自動化手術プログラムを生成する、コンピュータによって実施される方法であって、
　臨床データを処理して手術の３Ｄ時空間データを生成するステップと、
　手術ロボットの仕様及び臨床パラメータを得るステップと、
　前記３Ｄ時空間データ、前記手術ロボットの仕様、及び前記臨床パラメータに基づいて
前記自動化手術プログラムを生成するステップと
　を含む、方法。
【請求項１８】
　前記臨床データが、カメラ若しくは内視鏡から得られる視覚データ、運動学的データ、
又は触覚データの少なくとも１つを含み、又は前記臨床データが、患者の状態、バイタル
、及び前記手術の結果の少なくとも１つを含む、請求項１７に記載の方法。
【請求項１９】
　前記臨床データが外科医の経験を含む、請求項１７に記載の方法。
【請求項２０】
　前記臨床データを前記処理することが、より効果的な動きを作り出す為に器具の動きと
手術結果との間の相関関係、又は外科医の経験水準の差の少なくとも一方を考慮すること
に基づき前記手術の３Ｄ時空間データをもたらす、請求項１７に記載の方法。
【請求項２１】
　前記３Ｄ時空間データが、器具の動き、器具の位置決め、重要臓器又は構造の位置及び
動き、実行可能な基準点、及び組織変形の少なくとも１つを含む、請求項１９に記載の方
法。
【請求項２２】
　前記手術ロボットの仕様が、前記手術ロボットの速度及び精度を含む、請求項１７に記
載の方法。
【請求項２３】
　前記生成される自動化手術プログラムが、臨床データにはないが前記手術ロボットによ
って実施可能な手術の動きを含む、請求項１７に記載の方法。
【請求項２４】
　前記臨床パラメータが組織特性を含む、請求項１７に記載の方法。
【請求項２５】
　前記組織特性が、前記組織の予期される動き及び硬さ又は前記組織の染料の吸収性を含
む、請求項２４に記載の方法。
【請求項２６】
　前記自動化手術プログラムが、
　好ましい動きのパターンと、
　重要な手術情報と、
　センサ情報及び前記重要な手術情報の組合せに基づきロボットの動きを指示するように
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構成される制御モジュールと
　を含む、請求項１７に記載の方法。
【請求項２７】
　前記重要な手術情報が、重要臓器の位置、基準点又はマーカー、センサデータ、及び外
科医の入力の少なくとも１つを含む、請求項２６に記載の方法。
【請求項２８】
　前記制御モジュールが、遠隔運動中心、フライ禁止区域、及び速度限界の少なくとも１
つを含む動きの制約に基づき前記指令を更に生成するように更に構成される、請求項２６
に記載の方法。
【請求項２９】
　前記制御モジュールが、組織変形又は動きモデルに基づき前記指令を更に生成するよう
に更に構成される、請求項２６に記載の方法。
【請求項３０】
　前記自動化手術プログラムが追加の臨床データで更新可能である、請求項１７に記載の
方法。
　
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
関連出願の相互参照
　本願は、米国特許法第１１９条（ｅ）の下、参照によりその全内容を本明細書に援用す
る、２０１２年６月２９日に出願された（特許文献１）の優先権の利益を主張する。
【０００２】
　本発明は、ロボット手術の分野、即ち手術作業を完全に又は部分的に自動化することに
関する。
【背景技術】
【０００３】
　所謂「ロボット手術」として市場で入手可能なのは典型的にはロボット支援手術であり
、それは外科医とロボットがマスタ－スレーブ様式によって対話するからである。スレー
ブロボットは外科医のマスタからの直接の指令に従うことを強いられ、自律性を殆ど有さ
ない。この方法は信頼できるが、外科医の速さ及び器用さに対し、スレーブロボットの速
さ及び器用さを制約する。
【０００４】
　処置を部分的に自動化する場合、更なる安全対策を取り入れるように、更には人間の限
界を超えて作業を行い、効率、信頼性、及びことによると手術結果を改善するように処置
を最適化する為に、より経験を積んだ外科医から集めたデータを使用するようにロボット
をプログラムすることができる。
【０００５】
　現在入手可能な侵襲的手術システムは何れも、処置中に真の自動化を利用するものでは
ない。インテュイティブサージカル合同会社（Ｉｎｔｕｉｔｉｖｅ　Ｓｕｒｇｉｃａｌ，
Ｉｎｃ．）（カリフォルニア州サニーヴェール）のダヴィンチ（ｄａ　Ｖｉｎｃｉ）低侵
襲手術システムでは、最小限の自動化を伴うマスタ－スレーブ制御システムが利用されて
いる。整形手術に使用されるロボドック（Ｒｏｂｏｄｏｃ）は、外科医の入力及び計画に
依拠して骨を切削する。しかし、モストリス（Ｍｏｕｓｔｒｉｓ）らによる文献のレビュ
ーの中で詳述されているように、手術ロボットの制御ループを閉じるのに関与する全ての
ステップに関する継続中の研究がある。
【０００６】
　自動化された手順を生成する為の臨床データの分析において、ジョンズホプキンズ大学
（Ｊｏｈｎｓ　Ｈｏｐｋｉｎｓ　Ｕｎｉｖｅｒｓｉｔｙ）の手術言語プロジェクトは、手
術動作のモデルを分解して作成し、手術動作を生成できることを示したが、手術の場に作
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業を適合させる為に研究は進行中である。バウエルンシュミット（Ｂａｕｅｒｎｓｃｈｍ
ｉｔｔ）らはロボットで糸結びを再現できるシステムを開発したが、これは前もって記録
された動きの模倣に過ぎず、真の自動化ではない。
【０００７】
　手術を自動化する為の制御システムを設計する際、複数のグループが超音波を使用して
手術の場の３Ｄ再構成をどうにか生成でき、３Ｄ超音波を使った視覚サーボが開発された
。ドリルの軌道を計算する為の術前ＣＴ画像及びロボットをガイドする為の画像フィード
バックを伴う可視マーカーを使用し、低侵襲ロボット蝸牛開窓術がマハダニ（Ｍａｊｄａ
ｎｉ）らによって死骸で試験された。しかし何れの手法も、ロボットを制御する為に両方
の可視光画像を他の様式と組み合わるものではない。
【０００８】
　自動化について記載する幾つかの特許出願がある。「組織のフィードバックを利用する
手術ガイダンス」は、予期される組織のフィードバックを実際の組織のフィードバックと
比較しながら事前にプログラムされた作業（例えば軌道運動）を実行し、この処置を支援
する（例えば誤差を補正する、基準点として使用する）システムについて記載している。
「超音波手術システム及び方法」は、器具の使用に関わる複数の作業について外科医を支
援し、又は外科医若しくは事前にロードされたプログラムによって指示される通りに作業
を自動で行う機能を有する、超音波器具を用いた手術システムについて記載している。こ
れらの特許は、自らの発明を行うための制御モードとしての自動化を含むが、単純な作業
に自動化を使用すること又は外科医を支援することには限界がある。「ロボット手術シス
テム」は、体腔内の自動化手術システムを全般的に説明するものではあるが、その実装形
態又は開発計画に関する詳細は殆ど示されていない。
　１．（非特許文献１）
　２．（非特許文献２）
　３．（非特許文献３）
　４．（非特許文献４）
　５．（非特許文献５）
　６．（特許文献２）：「組織のフィードバックを利用する手術ガイダンス（Ｓｕｒｇｉ
ｃａｌ　Ｇｕｉｄａｎｃｅ　Ｕｔｉｌｉｚｉｎｇ　Ｔｉｓｓｕｅ　Ｆｅｅｄｂａｃｋ）」
、譲受人：マクマスター大学（ＭｃＭａｓｔｅｒ　Ｕｎｉｖｅｒｓｉｔｙ）
　７．（特許文献３）：「超音波手術システム及び方法（Ｕｌｔｒａｓｏｎｉｃ　Ｓｕｒ
ｇｉｃａｌ　Ｓｙｓｔｅｍ　ａｎｄ　Ｍｅｔｈｏｄ）」、譲受人：エチコンエンドサージ
ェリー社（Ｅｔｈｉｃｏｎ　Ｅｎｄｏ－Ｓｕｒｇｅｒｙ　Ｉｎｃ）
　８．（特許文献４）：「ロボット手術システム」、譲受人：フライト・ギボンズ・ガッ
トマン・ボンジニ＆ビアンコ　ＰＬ（Ｆｌｅｉｔ　Ｇｉｂｂｏｎｓ　Ｇｕｔｍａｎ　Ｂｏ
ｎｇｉｎｉ　＆　Ｂｉａｎｃｏ　ＰＬ）
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００９】
【特許文献１】米国特許出願第６１／６６６，３９９号明細書
【特許文献２】米国特許出願第１２／８４２，４６２号明細書
【特許文献３】米国特許出願第１１／３９２，０４０号明細書
【特許文献４】米国特許出願第１２／０４５，２３０号明細書
【非特許文献】
【００１０】
【非特許文献１】モストリス，ＧＰ（Ｍｏｕｓｔｒｉｓ，ＧＰ）、ＳＣ　ヒリディス（Ｓ
Ｃ　Ｈｉｒｉｄｉｓ）、ＫＭ　デリパラスコス（ＫＭ　Ｄｅｌｉｐａｒａｓｃｈｏｓ）、
及びＫＭ　コンスタンティニディス（ＫＭ　Ｋｏｎｓｔａｎｔｉｎｉｄｉｓ）著、「自律
及び半自律ロボット手術システムの進化：文献のレビュー（Ｅｖｏｌｕｔｉｏｎ　ｏｆ　
Ａｕｔｏｎｏｍｏｕｓ　ａｎｄ　Ｓｅｍｉ－ａｕｔｏｎｏｍｏｕｓ　Ｒｏｂｏｔｉｃ　Ｓ
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ｕｒｇｉｃａｌ　Ｓｙｓｔｅｍｓ：ａ　Ｒｅｖｉｅｗ　ｏｆ　ｔｈｅ　Ｌｉｔｅｒａｔｕ
ｒｅ）」医療ロボット工学の国際学術誌（Ｉｎｔ　Ｊ　Ｍｅｄ　Ｒｏｂｏｔ）７、第４巻
（２０１１年）、ｐ．３７５～３９２
【非特許文献２】リン　ＨＣ（Ｌｉｎ　ＨＣ）、シャフラン　Ｉ（Ｓｈａｆｒａｎ　Ｉ）
、マーフィー　ＴＥ（Ｍｕｒｐｈｙ　ＴＥ）ら著、「医用画像計算及びコンピュータ支援
介入（Ｍｅｄｉｃａｌ　Ｉｍａｇｅ　Ｃｏｍｐｕｔｉｎｇ　ａｎｄ　Ｃｏｍｐｕｔｅｒ－
Ａｓｓｉｓｔｅｄ　Ｉｎｔｅｒｖｅｎｔｉｏｎ（ＭＩＣＣＡＩ））２００５」、シュプリ
ンガー、ベルリン（Ｓｐｒｉｎｇｅｒ：Ｂｅｒｌｉｎ）、２００５年、ｐ．８０２～８１
０の中の「ロボット支援手術動作の自動検出及び区分化（Ａｕｔｏｍａｔｉｃ　ｄｅｔｅ
ｃｔｉｏｎ　ａｎｄ　ｓｅｇｍｅｎｔａｔｉｏｎ　ｏｆ　ｒｏｂｏｔ－ａｓｓｉｓｔｅｄ
　ｓｕｒｇｉｃａｌ　ｍｏｔｉｏｎｓ）」
【非特許文献３】ライリー　ＣＥ（Ｒｅｉｌｅｙ　ＣＥ）、プラク　Ｅ（Ｐｌａｋｕ　Ｅ
）、ヘイガー　ＧＤ（Ｈａｇｅｒ　ＧＤ）著、ＩＥＥＥの国際年次会議（Ａｎｎｕａｌ　
Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ　Ｃｏｎｆｅｒｅｎｃｅ　ｏｆ　ｔｈｅ　ＩＥＥＥ）、医療
・生理部会（Ｅｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇ　ｉｎ　Ｍｅｄｉｃｉｎｅ　ａｎｄ　Ｂｉｏｌｏｇ
ｙ　Ｓｏｃｉｅｔｙ（ＥＭＢＣ））、２０１０年、ｐ．９６７～９７０の中の「ロボット
手術作業の動作生成：熟練者の実演からの学習（Ｍｏｔｉｏｎ　ｇｅｎｅｒａｔｉｏｎ　
ｏｆ　ｒｏｂｏｔｉｃ　ｓｕｒｇｉｃａｌ　ｔａｓｋｓ：ｌｅａｒｎｉｎｇ　ｆｒｏｍ　
ｅｘｐｅｒｔ　ｄｅｍｏｎｓｔｒａｔｉｏｎｓ）」
【非特許文献４】バウエルンシュミット　Ｒ（Ｂａｕｅｒｎｓｃｈｍｉｔｔ　Ｒ）、シル
ムベック　ＥＵ（Ｓｃｈｉｒｍｂｅｃｋ　ＥＵ）、ノール　Ａ（Ｋｎｏｌｌ　Ａ）ら著、
「ロボット心臓手術に向けて：実験的手術遠隔操作システムへの自律的処置の導入（Ｔｏ
ｗａｒｄｓ　ｒｏｂｏｔｉｃ　ｈｅａｒｔ　ｓｕｒｇｅｒｙ：ｉｎｔｒｏｄｕｃｔｉｏｎ
　ｏｆ　ａｕｔｏｎｏｍｏｕｓ　ｐｒｏｃｅｄｕｒｅｓ　ｉｎｔｏ　ａｎ　ｅｘｐｅｒｉ
ｍｅｎｔａｌ　ｓｕｒｇｉｃａｌ　ｔｅｌｅｍａｎｉｐｕｌａｔｏｒ　ｓｙｓｔｅｍ）」
、医療ロボット工学の国際学術誌（Ｉｎｔ　Ｊ　Ｍｅｄ　Ｒｏｂｏｔ）、２００５年　１
（３）、ｐ．７４～７９
【非特許文献５】マハダニ　Ｏ（Ｍａｊｄａｎｉ　Ｏ）、ラウ　ＴＳ（Ｒａｕ　ＴＳ）、
バロン　Ｓ（Ｂａｒｏｎ　Ｓ）ら著、「蝸牛移植手術の為のロボットによってガイドされ
る低侵襲アプローチ：側頭骨研究の暫定的結果（Ａ　ｒｏｂｏｔ－ｇｕｉｄｅｄ　ｍｉｎ
ｉｍａｌｌｙ　ｉｎｖａｓｉｖｅ　ａｐｐｒｏａｃｈ　ｆｏｒ　ｃｏｃｈｌｅａｒ　ｉｍ
ｐｌａｎｔ　ｓｕｒｇｅｒｙ：ｐｒｅｌｉｍｉｎａｒｙ　ｒｅｓｕｌｔｓ　ｏｆ　ａ　ｔ
ｅｍｐｏｒａｌ　ｂｏｎｅ　ｓｔｕｄｙ）」、コンピュータ支援放射線医学及び手術の国
際学術誌（Ｉｎｔ　Ｊ　Ｃｏｍｐｕｔ　Ａｓｓｉｓｔ　ＲａｄｉｏｌＳｕｒｇ）、２００
９年、４（５）、ｐ．４７５～４８６
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　現在使用可能なマスタ－スレーブ動作モードは、操作を行う外科医の器用さ及び技術に
ロボットを制限するものであり、このことは高度な精度、器用さ、及び反復（例えば縫合
）が要求される特定の副作業について、自律制御と比較した場合に非効率であり得る。更
に、監視付きの自動化は、マスタ外科医の能力及び二次的な画像源からの表面下組織情報
に基づいて構築される根拠ベースの意思決定支援アルゴリズムを使い、それぞれの外科医
の経験に基づく適応能力及び視覚処理能力の制約を改善する。
【００１２】
　高度な器用さ、精度、及び反復が要求される外科的副手順を識別し、自動化する為に選
択する。熟練した外科医によるこれらの手順の人手による作業及びロボットによって支援
される作業の両方に由来する臨床データ（視覚的な記録、ロボットの動き、患者の結果等
）を分析し、自動化に不可欠な情報（例えば重要な基準点、目視基準、臓器／血管の位置
／動き等）及び最適な動きパターンを自動化の為に明らかにする。上述の重要情報を所与
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とし、自動化プログラムが手術作業を様々な患者に適応させることができるように自動化
プログラムは設計される。自動化された手順は、臨床データを模倣するだけでなく、熟練
した外科医の作業から学習し、ロボットの効率及び有効性を生かすように外科医の作業も
改善する。
【００１３】
　自動化プログラムは、可視スペクトル画像及び／又は不可視スペクトル画像を提供する
ことができる内視鏡の又は外部に装着される１つ又は複数のカメラからの、実時間の視覚
的フィードバックを使った視覚サーボを利用することができる。不可視スペクトル画像の
一例は、近赤外蛍光（ＮＩＲ）画像である。専用センサにより又は視覚情報から抽出する
ことにより、視覚情報と共に３Ｄ情報が提供され得る。例えば２つのカメラを使用する場
合、ステレオ三角形分割アルゴリズムから３Ｄ奥行き情報を抽出することができる。３Ｄ
奥行き情報は、立体照明３Ｄスキャナによって、又はライトフィールドカメラによって得
ることもできる。
【００１４】
　手術環境がしばしば動的であり決まった形のない性質を有するので、移動し変形し得る
標的を実時間でロバストに及び高忠実度で追跡するには光学データだけでは十分でない場
合があり、従って、必要に応じて他のセンサ（例えば赤外線カメラ、触覚センサ等）によ
って視覚データが補われ、融合され、又は添えられても良い。視覚画像は他の感覚データ
及び重要データと共に、所望の手術作業を行う為にロボット及び器具を動かす自動化プロ
グラムの制御システムに供給される。様々な手術条件に適応しても同じ手術目標を達成す
る為に、各プログラムがセンサ及び重要データの様々な組合せを容認した状態で、外科的
処置ごとに複数の自動化プログラムを生成することができる。加えて、センサ及びデータ
の複数の組合せを容認する為に、単一のプログラムを作成しても良い。
【００１５】
　手術中、ロボットは３つの動作モード、つまりマスタ－スレーブ、半自律、及び監視付
自律のうちの１つの下で動作することができる。マスタ－スレーブモードでは、自律プロ
グラムの為に手術の場を準備すること（例えば組織マーカーを配置すること）等、他の２
つのモードでは行うことができない作業を行う為に外科医がロボットの動きを直接制御す
る。半自律モードでは、外科医が、自律的に計算された軌道及び器具の操作を使用してロ
ボットが実行する動作指令（例えば特定の位置に縫合糸を配置すること、組織を直線的に
切ること、結び目を作ること）をロボットに与える。つまり、手術部位を準備した後も、
外科医は意思決定及び指令を指定することに引き続き対話的に関与する。プログラムが目
標位置を視覚的に追跡し、その目標に到達する為のロボットの軌道を生成することができ
るように、この対話は、外科医が縫合位置の輪郭を描くグラフィカルユーザインターフェ
イスによって実施することができる。外科医がプログラムと対話する部分が半自律性を特
徴付ける。監視付自律モードでは、外科医が全体的な目標（例えば吻合を行うこと）しか
ロボットに与えず、その目標（例えば配置する縫合糸の位置、数、張力、及び順序）を完
了するのに必要な動作を外科医からの一切の入力なしに自律プログラムが決定する。つま
り、手術部位の準備後、プログラムが目標位置を選び、自動的に続行する。外科医の役割
は、主に安全性を監視することである。手術の全体を通して、外科医はこれらの３つのモ
ードの何れかを適宜使用することができ、外科医は手術中何時でもロボットの動きに割り
込んでロボットのマスタ－スレーブ制御を行うことができる。
【００１６】
　本発明の実施形態が著しく利することができる或る外科的副作業の一例は、吻合である
。吻合は、従来は手作業で、又は最近ではマスタ－スレーブ制御によってロボットを使用
して行われているが、処置に要求される高度な器用さ、精度、及び反復の為どちらの技法
も時間がかかり、面倒である。これらの特徴により、この作業を自動化することから得ら
れる大きな潜在的改善がある。
【００１７】
　本技術は、精度、反復、操縦性、及び再現性を必要とする他の外科的処置を改善する可
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能性があり、かかる処置には、これだけに限定されないが、骨インプラントの配置（螺子
留め／固定）、組織解剖、生検、硝子体網膜手術、超微細手術及び／又は血管の吻合、小
線源治療、及び皮膚閉鎖が含まれる。
【００１８】
　本明細書で開示する実施形態は、自動化された外科的処置を行う為のシステムを提供す
る。このシステムは、術野に関する情報を提供するセンサと、外科医が出す指令を受け付
けるように構成されるユーザインターフェイスと、外科医に情報を中継するように構成さ
れるフィードバック装置と、手術作業を行う為に使用される先端部を有する手術器具と、
手術器具に結合され、手術器具の位置を決め向きを整える手術ロボットと、処理ハードウ
ェアによって実装され、センサからセンサデータを受け取り、そのセンサデータに基づき
標的組織、周囲組織、及び手術器具の先端部の少なくとも１つにおける位置を明らかにし
、明らかにした標的組織、周囲組織、及び器具の先端の作動体の少なくとも１つにおける
位置を追跡するように構成される追跡処理モジュールと、処理ハードウェアによって実装
され、センサ、追跡処理モジュール、及びユーザインターフェイスから受け取るデータを
自動化プログラムによって処理し、指令を生成し、その指令を手術ロボットに送るように
構成される制御モジュールとを含む。
【００１９】
　本システムの別の実施形態によれば、本システムが、術野に関する情報を提供する複数
のセンサを更に含む。
【００２０】
　本システムの別の実施形態によれば、センサが、カメラ、近赤外蛍光（ＮＩＲ）カメラ
、デプスカメラ、立体照明３Ｄスキャナのうちの１つである。
【００２１】
　本システムの別の実施形態によれば、フィードバック装置が、視覚的指示又は画像を表
示するように構成されるディスプレイ、又は聴覚装置である。
【００２２】
　本システムの別の実施形態によれば、追跡処理モジュールが、明らかにした標的組織、
周囲組織、及び器具の先端の作動体の少なくとも１つにおける位置を、近赤外蛍光（ＮＩ
Ｒ）マーカーを使用して追跡するように更に構成される。
【００２３】
　本システムの別の実施形態によれば、手術ロボットが手術器具に脱着可能に結合される
。
【００２４】
　本システムの別の実施形態によれば、手術ロボットが、手術ロボットを術野の内外に移
動させる移動機構に結合される。
【００２５】
　本システムの別の実施形態によれば、自動化プログラムが半自律である。
【００２６】
　本システムの別の実施形態によれば、自動化プログラムが監視付自律である。
【００２７】
　本システムの別の実施形態によれば、制御モジュールが、自動化プログラムを無効にし
、マスタ－スレーブモードを実施するように構成される。
【００２８】
　本システムの別の実施形態によれば、制御モジュールが、外科医の入力に基づき自動化
プログラムに割り込むように構成される。
【００２９】
　本システムの別の実施形態によれば、制御モジュールが、視覚サーボ補正を実施するよ
うに更に構成される。
【００３０】
　本システムの別の実施形態によれば、自動化プログラムが、吻合を行うように構成され
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る。
【００３１】
　本システムの別の実施形態によれば、制御モジュールが、フライ禁止区域（ｎｏ－ｆｌ
ｙ　ｚｏｎｅ）、遠隔運動中心、及び速さ／力の限界の少なくとも１つに基づき指令を更
に生成するように更に構成される。
【００３２】
　本システムの別の実施形態によれば、自動化プログラムが、指令を生成し、その指令を
手術ロボットに送ることによって組織を結合するように構成される。
【００３３】
　本システムの別の実施形態によれば、組織を結合することが縫合、クリップ、ステープ
ル、又は接着剤によって行われる。
【００３４】
　本システムの別の実施形態によれば、制御モジュールが、器具の先端部を目標まで運ぶ
為に視覚サーボ補正を実施するように更に構成される。
【００３５】
　本システムの別の実施形態によれば、追跡処理モジュールによって明らかにされる位置
が三次元の位置である。
【００３６】
　本明細書で開示する実施形態は、自動化手術プログラムを生成する、コンピュータによ
って実施される方法を更に提供する。この方法は、臨床データを処理して手術の３Ｄ時空
間データを生成するステップと、手術ロボットの仕様及び臨床パラメータを得るステップ
と、３Ｄ時空間データ、手術ロボットの仕様、及び臨床パラメータに基づいて自動化手術
プログラムを生成するステップとを含む。
【００３７】
　この方法の別の実施形態によれば、臨床データが、カメラ若しくは内視鏡から得られる
視覚データ、運動学的データ、又は触覚データの少なくとも１つを含む。
【００３８】
　この方法の別の実施形態によれば、臨床データが、患者の状態、バイタル、及び手術の
結果の少なくとも１つを含む。
【００３９】
　この方法の別の実施形態によれば、臨床データが外科医の経験を含む。
【００４０】
　この方法の別の実施形態によれば、臨床データを処理することが、器具の動きと手術結
果との間の相関関係を考慮することに基づき手術の３Ｄ時空間データをもたらす。
【００４１】
　この方法の別の実施形態によれば、臨床データを処理することが、より効果的な動きを
作り出す為に外科医の経験水準の差を考慮することに基づき手術の３Ｄ時空間データをも
たらす。
【００４２】
　この方法の別の実施形態によれば、３Ｄ時空間データが、器具の動き、器具の位置決め
、重要臓器又は構造の位置及び動き、実行可能な基準点、及び組織変形の少なくとも１つ
を含む。
【００４３】
　この方法の別の実施形態によれば、手術ロボットの仕様が、手術ロボットの速度及び精
度を含む。
【００４４】
　この方法の別の実施形態によれば、生成される自動化手術プログラムが、臨床データに
はないが手術ロボットによって実施可能な手術の動きを含む。
【００４５】
　この方法の別の実施形態によれば、臨床パラメータが組織特性を含む。
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【００４６】
　この方法の別の実施形態によれば、組織特性が、予期される組織の動き及び硬さ又は組
織の染料の吸収性を含む。
【００４７】
　この方法の別の実施形態によれば、自動化手術プログラムが、好ましい動きのパターン
と、重要な手術情報と、センサ情報及び重要な手術情報の組合せに基づきロボットの動き
を指示するように構成される制御モジュールとを含む。
【００４８】
　この方法の別の実施形態によれば、重要な手術情報が、重要臓器の位置、基準点又はマ
ーカー、センサデータ、及び外科医の入力の少なくとも１つを含む。
【００４９】
　この方法の別の実施形態によれば、制御モジュールが、遠隔運動中心、フライ禁止区域
、及び速度限界の少なくとも１つを含む動きの制約に基づき指令を更に生成するように更
に構成される。
【００５０】
　この方法の別の実施形態によれば、制御モジュールが、組織変形又は動きモデルに基づ
き指令を更に生成するように更に構成される。
【００５１】
　この方法の別の実施形態によれば、自動化手術プログラムが追加の臨床データで更新可
能である。
【図面の簡単な説明】
【００５２】
【図１】本発明をロボット手術で利用することについての全体的なワークフローを示す。
【図２】手術作業が部分的に自動化される半自律モードでの、本発明の一実施形態の全体
的な構造を示す。
【図３】マスタ－スレーブロボット支援モードでの、システムの一実施形態を示す。
【図４】監視下の自律性を有するシステムの一実施形態を示す。
【図５Ａ】乃至
【図５Ｂ】蛍光マーカーを伴う赤外画像の一例を示し、図５Ａは蛍光マーカーを伴う赤外
画像を示し、図５Ｂは強度閾値を伴う２値画像を示す。
【図６Ａ】乃至
【図６Ｂ】画像座標の誤差補正を達成する視覚サーボで使用する現在の画像及び目標の画
像を示し、図６Ａは現在の画像を示し、図６Ｂは目標の画像を示す。
【図７】吻合を自動化する為の、デュアルモード内視鏡を利用する一実施形態を示す。
【図８】臓器並びにＮＩＲ及び生分解性クリップを備える吻合用の吻合器具の図を用いて
、蛍光マーカーを使って組織及び器具にどのように印付けできるのかを示す。
【図９】臓器にクリップを取り付ける吻合器具の図を用いて、自動化された吻合用の専用
器具がどのように機能し得るのかを示す。
【図１０Ａ】乃至
【図１０Ｃ】デュアルモード内視鏡が受け取り得る２つの画像、及びそれらの画像をオー
バレイすることができる方法を示し、図１０Ａは可視スペクトル画像を示し、図１０Ｂは
ＮＩＲスペクトル画像を示し、図１０Ｃはオーバレイされた可視画像及びＮＩＲ画像を示
す。
【図１１Ａ】乃至
【図１１Ｂ】吻合用に作られた専用クリップの一実施形態を示し、図１１Ａは生分解性ク
リップ、クラスプ、及び組織を示し、図１１Ｂはクリップを両方の組織に貫通させ、組織
を一緒に保つ為にクリップの一端でクラスプを締め付ける方法を示す。
【図１２】臨床データから自動手術プログラムを作り出す為の全体的な手順を示す。
【図１３】一実施形態による計算装置のブロック図を示す。
【発明を実施するための形態】
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【００５３】
　本発明の実施形態は、手術作業を自動化する為のシステムについて記載する。これらの
実施形態は、臨床データに基づいて自動化手術プログラムを生成し、次いでその自動化手
術プログラムを手術中に患者に適用することから成る。
【００５４】
　図１は、提案するシステムを外科手術で利用することについての全体的なワークフロー
を示す。外科医は、手で使う器具を利用すること（１０１）によって手術を開始し（１０
０）、手作業で効率良く行える手術の部分を行い、又はロボットの為に手術部位の準備を
する（１０２）。患者の準備ができると、外科医は患者の中にロボットを入れ（１０３）
、ロボットモードの手術を開始する（１０４）。導入されるとき、ロボットは３つの動作
モード、つまり外科医がコントローラによってロボットの動きを直接制御するマスタ－ス
レーブ１０５、ロボットが外科医の指揮下で作業を行う半自律１０６、又はロボットが外
科医の監視下で作業を自律的に行う監視付自律１０７のうちの１つで動作するように設定
され得る。半自律動作モード又は監視付自律動作モードを活性化する前に、必要に応じて
外科医は手術部位及び手術システムを準備する（１０８）。手術を続けるのにロボットが
必要なくなるまで、又はロボットを除去する必要がある（１１１）まで、外科医は様々な
動作モードを自由に切り替えることもできる（１０９）。ロボットを除去した後、外科医
は手で使う器具を使用して手術を続け（１０１）、必要に応じてロボットを戻し（１０３
）、又は任意の最終作業を行うことにより手術を終える（１１２）ことができる。
【００５５】
　図２、図３、及び図４は、提案するシステムの為の様々な動作モードを表す。半自律モ
ード（図２）では、外科医２００が手術中に自動化プログラム２０８に指令を与える。自
動化プログラム２０８は、画像ベース追跡モジュール２０７から追跡情報を受け取り、そ
の追跡情報を外科医２００からの術中指令及び患者固有のパラメータ２１０と組み合わせ
、手術ロボット２０１及び手術器具２１１（作業中の処置に特化していてもそうでなくて
も良い）を制御して所定の目標（例えば吻合）を得る為に、ロボットに適切な指令を実時
間で送る。外科医２００は、表示装置２０９を見ている間、視覚、音声、又は触覚による
フィードバック２１２を得ることができ、監視者２１３として手術ロボットと対話し、必
要な時は何時でも主コンソールによって制御を引き継ぐ。
【００５６】
　マスタ－スレーブモード（図３）では、外科医３００がロボット３０１のマスタ－スレ
ーブ制御３１４によって手術器具を制御する。外科医は表示装置３０９によって視覚フィ
ードバックを受け取り、他の視覚、音声、又は触覚によるフィードバック３１２が与えら
れても良いが、制御ループは専ら外科医によって閉じられる。
【００５７】
　監視付自律モード（図４）では、外科医４００が自律制御を停止し、複雑化を防ぐ為に
、間違った動作を訂正する為に、又は他の理由で制御４１３を引き継ぐ場合を除き、制御
ループが、画像による追跡及び患者固有のパラメータ４１０を利用する自律プログラム４
０８によって専ら閉じられる。
【００５８】
　手術では、自動化プログラムが引き継げるようにする為に、外科医が手で使う器具又は
ロボットを使用して手術の場を準備しなければならない。この準備には、これだけに限定
されないが、標的臓器２０２の近くに器具を配置すること、カメラ２０３を移動して標的
臓器２０２の映像を得ること、主な基準点に印を付けること、追加のセンサモジュール２
０５を設定すること、作業域に印を付けること、及び重要組織／臓器に印を付けることが
含まれ得る。手術の場の準備が整うと、半自律動作モード及び監視付自律動作モードを適
宜使用することができる。
【００５９】
　可視光源２０４が手術の場を照らし、カメラ２０３が処置のライブ映像を記録すること
を可能にする。画像取得／制御モジュール２０６が、内視鏡／カメラ２０３から画像を取
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り込んでデジタル化し、そのデータを画像ベース追跡モジュール２０７及び表示装置２０
９に与える。表示装置２０９は、取得した視覚画像の画像フィードを提供し、その映像を
追加のセンサ２０５又は画像ベース追跡モジュール２０７からの情報とオーバレイするこ
とにより、拡張現実画像を表示することもできる。画像ベース追跡モジュール２０７は、
画像処理アルゴリズムを適用して器具及び基準点を追跡する。これらの作業は、センサに
接続され、画像取得２０６、自動化プログラム２０８、画像ベース追跡モジュール２０７
、及びフィードバック２１２処理用のソフトウェアを含むコンピュータによって行われる
。
【００６０】
　自動化プログラムを必要に応じてよりロバストにする為に使用される追加のセンサモジ
ュール２０５は、センサの性質にもよるが、追加のセンサモジュール２０５からの情報を
画像取得モジュール２０６に、又は直接自動化プログラム２０８に送ることができる。追
加のセンサモジュールは、映像とオーバレイする為に、又は外科医コンソールに送って視
覚、音声、又は触覚によるフィードバック２１２を与える為に、追加のセンサモジュール
２０５からの情報を表示装置２０９に送ることもできる。
【００６１】
　本発明の一実施形態では、使用可能な自動化プログラムのライブラリから外科医が一連
の自動化プログラムを選択する。自動化プログラムの一例は縫合作業を行う自動化プログ
ラムであり、縫合作業では異なる組織上の１つ又は複数の点を縫合し又は縫い合わせる必
要があり、つまり縫合を行う為に手術器具を組織に対して位置決めしなければならない。
【００６２】
　本発明の一実施形態では、自動化プログラムが画像ベースの視覚サーボシステムを利用
し、かかる視覚サーボシステムでは、画像に基づく制御法則を用いてロボット器具が閉ル
ープによって制御される。視覚サーボでは、画像座標の誤差を計算する為に、目標位置に
ある器具を示す所望の画像と、現在の器具及び目標位置を示す現在の画像との差を使用す
る。画像座標内のこの誤差を使用し、目標位置に向けたロボット器具の動きを生成する。
ロボット器具が術野内の目標位置に近づくにつれ、画像空間内の誤差が小さくなる。最後
の制御ループの反復で誤差がゼロに達し、この時点で画像座標及び直交ロボット座標の両
方において器具が目標位置に到達する。これが、画像ベースの視覚サーボ制御ループの核
心である。ステレオカメラシステムを使用する場合、左右の画像の座標を補足してロボッ
ト器具の更なる自由度（ＤＯＦ）を制御することができる。
【００６３】
　本発明の一実施形態では、術野の可視スペクトル及び／又は近赤外スペクトル（ＮＩＲ
、７００～１１００ｎｍ）等の目に見えない他の光含量を含む画像を使用する。例えば、
自律プログラムを活性化する前に、外科医は、ＮＩＲカメラを使って追跡されるＮＩＲマ
ーカーを目標位置に配置することができる。近赤外スペクトルが血液及び組織を透過でき
ること、並びにＮＩＲマーカーを可視スペクトル画像と区別できることは、動的な手術環
境（例えば軟組織の変形）において標的組織をよりロバストに実時間で追跡することを可
能にする。最適なターゲッティングを支援する表面下組織情報を検出する為に、マルチス
ペクトル画像を使用することもできる。
【００６４】
　本発明の一実施形態では、縫合、クリップ、接着剤、又はステープルを使用して腸等の
管状臓器を結合する吻合の自動化について説明する。縫合を使用する半自律吻合では、外
科医がまず管状臓器を既定の向きに準備し、プログラムが視覚的に追跡するように縫合位
置又は管の周縁に印を付ける。次いで、自動化プログラムが選択された縫合位置までロボ
ット器具を自律的に動かし、縫合を行う。縫合を使用する自律吻合では、最適な巧妙さを
得る為に、組織の（例えば物理的、光学的、幾何学的）特性並びにロボット器具の運動学
的特性及び動的特性に基づき、プログラムがまず最適な縫合位置を検出する。最適な縫合
位置を検出すると、自律プログラムが縫合位置まで器具を運び、縫合を行う。
【００６５】
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　図５及び図６は、吻合を行う為に視覚サーボ及びＮＩＲマーカーを利用する本発明の一
実施形態を示す。この実施形態では、自律プログラムの為に手術部位を準備する為に、外
科医が蛍光ＮＩＲマーカー５００を目標縫合位置に配置する。視覚システムが可視スペク
トル画像及び近赤外スペクトル画像（図５Ａ）の両方を取得し、ＮＩＲマーカー５００に
より、ＮＩＲによって印付けされた器具５０１及び縫合位置５０２を視覚サーボが実時間
で確実に追跡することを可能にする。追跡を支援する為に行うことができる画像処理の一
例は、赤外閾値２値画像（図５Ｂ）であり、この２値画像は、印付けされた領域を印付け
されていない領域とはっきり区別する。次いで、視覚サーボがロボット器具６０２を縫合
部位６０１の方に動かし（６０３）（図６Ａ）、それにより画像及び直交座標空間内の誤
差がゼロに近づく（図６Ｂ）。縫合部位に到達すると、次の縫合部位に移る前に自律プロ
グラムが縫合糸を配置する。
【００６６】
　動的且つ変形する手術環境における組織の追跡を更に支援する為に、本発明の特定の実
施形態は、手術作業空間に関する３Ｄ情報を得る手段を有し得る。この手段の一実施形態
では２つのカメラを使用し、これらのカメラは、ステレオ三角形分割アルゴリズムにより
３Ｄ奥行き情報を抽出できるようにする。別の実施形態は、３Ｄ情報を得る為に立体照明
３Ｄスキャナを使用することを含む。別の実施形態は、ライトフィールドカメラによって
３Ｄ情報を得ることを含む。
【００６７】
　図７は、吻合にＮＩＲマーカーと共に視覚サーボを利用する一実施形態のシステム図を
示す。手動モードで蛍光マーカーを臓器７０２（例えば吻合しようとする胆管の両側）上
に配置し、２つの光源７０４及び７１５が場を照らす。片方の光源７０４は、臓器の正像
を取得することを可能にする可視光源である。もう一方の光源７１５は、蛍光材料の励起
波長に応じて選択される（例えば近赤外範囲内の）狭帯域光源である。可視光画像及び蛍
光画像の両方がデュアルモード内視鏡７０３によって捕捉され、画像取得／制御モジュー
ル７０６に送られ、画像取得／制御モジュール７０６は、その画像をオーバレイする為に
表示装置７０９に送り、処理する為に画像ベース追跡モジュール７０７に送る。自動化プ
ログラムの視覚サーボ制御システム７０８は、よりロバストになるように蛍光マーキング
を利用し、この蛍光マーキングは、所望の処置（吻合）を行う為に自動化プログラムがロ
ボット７０１及び専用の吻合器具７１１を適切に動かすことを可能にする。
【００６８】
　図８、図９、及び図１０は、ＮＩＲマーカー及び生分解性クリップを使って吻合を行う
本発明の一実施形態を示す。監視付自律動作モードの準備をする為に、蛍光マーカー８１
６を吻合部８０２及び任意選択的に器具８１１の周りに与える。器具は、吻合を行う為に
使用することができる生分解性クリップ８１７（図１１に更なる詳細を示す）を採用する
。図９では、他のセンサデータと共に器具９１１を吻合部９０２までガイドする為に使用
される蛍光マーカー９１６の画像が自律プログラムに与えられ、吻合を行う為にクリップ
９１７が配置される。図１０は、術野に視覚的障害物１０１８がある場合に蛍光マーカー
を使用する潜在的利益を示す。可視スペクトルでは障害物が吻合部の視野を損なうが（図
１０Ａ）、特定の蛍光染料は障害物を透過することができる赤外光を発する（図１０Ｂ）
。様々な光のスペクトルの情報を組み合わせることにより（図１０Ｃ）、視覚追跡システ
ムをよりロバストにする。
【００６９】
　図１１は、吻合を行う為に使用される生分解性クリップ１１１７の一実施形態を示す。
このクリップは、結合しようとする２つの組織１１０２を貫通し、生分解性クリップ１１
１７の末端近くにある生分解性クラスプ１１１９を締め付けることによって固定される。
【００７０】
　図１２は、臨床データから自動手術プログラムを作り出す為の全体的なワークフローを
示す。臨床データ１２０を処理して１組の生データ１２１を得る。生データ１２１は、カ
メラ又は内視鏡からの視覚データ、手術をロボットで行う場合は運動学的情報及び触覚情
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報、並びに手術中の患者の状態、結果、バイタル等の他の関連データから成る。これらの
データを手動で、又はパターン認識等のコンピュータアルゴリズムを用いて分析し、手術
に関する１組の時空間情報１２２をもたらす。この組は、器具の動き、器具の位置決め、
重要臓器／構造の位置及び動き、実行可能な基準点、組織変形、及び特定の動きと患者の
結果との間の相関関係等の他の情報を含む。様々な経験の外科医の動きを比較することに
より、この段階で非効率な動きを識別することもでき、かかる非効率な動きはプログラミ
ング中に除去し、将来外科医を訓練する為に明らかにすることができる。これは、熟練し
た手術者の感覚データが同様の手技を行う間に収集されるロボット模倣学習の技法によっ
て実現することができる。投入装置の軌道等の感覚データを最初にスケーリングして正規
化し、次いでパラメータ化する。パラメータは、同じ作業の手技の反復から、例えば主成
分分析（ＰＣＡ）等の線形部分空間法を使用して学習される。その後、様々なパラメトリ
ック曲線の一次結合により、各熟練者の手技を表すことができる。自分の手の器用さの制
約により外科医が通常は行わない動きを取り入れることにより、動きを更に最適化するこ
とができる。次いで、この処置の時空間データを手術ロボットの機能１２３（例えば速度
や器用さ）及び組織特性１２４（例えば予期される動き、組織の硬さ）と組み合わせて、
外科的処置に固有の自動化プログラム１２５を生成する。このプログラムは、処置におけ
る動きのパターン、様々な感覚情報を組み合わせて動きのパターンを生成する制御システ
ム、提供されなければならない１組の重要情報（例えば基準点、重要臓器／血管）、速度
限界や空間制約等の１組の制約、及び関連組織の変形／動きモデルから成る。この自動化
処置を経時的に改善する一助となるように、より熟練した外科医の臨床データを取り込む
為の更新手法を実装することもできる。上述の説明のプログラム又はアルゴリズムに基づ
く要素のそれぞれは、図１３の説明の中で見つけることができるハードウェア等のハード
ウェアによって実装することができる。図１２では、コンピュータ１２９９が、上記のプ
ロセスを実行するＣＰＵ１２００を含む。プロセスデータ及び命令をメモリ１２０２内に
記憶することができる。これらのプロセス及び命令は、ハードドライブ（ＨＤＤ）や携帯
型記憶媒体等の記憶媒体ディスク１２０４上に記憶することもでき、又は遠隔地に記憶し
ても良い。更に、特許請求の範囲に記載の進展は、本発明のプロセスの命令が記憶される
コンピュータ可読媒体の形態によって限定されることはない。例えば命令は、ＣＤ、ＤＶ
Ｄ、フラッシュメモリ、ＲＡＭ、ＲＯＭ、ＰＲＯＭ、ＥＰＲＯＭ、ＥＥＰＲＯＭ、ハード
ディスク、又はサーバやコンピュータ等、本システムが通信する他の任意の情報処理装置
上に記憶することができる。
【００７１】
　更に、特許請求の範囲に記載の進展は、ＣＰＵ１２００、並びにマイクロソフトウィン
ドウズ７（登録商標）、ＵＮＩＸ（登録商標）、Ｓｏｌａｒｉｓ（登録商標）、ＬＩＮＵ
Ｘ（登録商標）、Ａｐｐｌｅ　ＭＡＣ－ＯＳ（登録商標）、及び当業者に知られている他
のシステムに関連して実行される、ユーティリティアプリケーション、バックグラウンド
デーモン、若しくはオペレーティングシステムのコンポーネント、又はそれらのものの組
合せとして実現することができる。
【００７２】
　ＣＰＵ１２００は、米国インテル製ジオンプロセッサやコアプロセッサ、又は米国ＡＭ
Ｄ製オプテロンプロセッサとすることができ、又は当業者が認識する他の種類のプロセッ
サでも良い。或いは当業者なら理解するように、ＣＰＵ１２００は、ＦＰＧＡ、ＡＳＩＣ
、ＰＬＤ上に、又は個別論理回路を用いて実装することができる。更に、ＣＰＵ１２００
は、本発明による上記のプロセスの命令を実行する為に共同して並列に動作する、複数の
プロセッサとして実装しても良い。
【００７３】
　図１３のコンピュータ１２９９は、米国インテル社製のインテルイーサネット（登録商
標）ＰＲＯネットワークインターフェイスカード等、ネットワーク１２５０とインターフ
ェイスする為のネットワークコントローラ１２０６も含む。理解されるように、ネットワ
ーク１２５０はインターネット等の公衆ネットワーク、ＬＡＮやＷＡＮネットワーク等の
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私設ネットワーク、又はその任意の組合せとすることができ、ＰＳＴＮやＩＳＤＮサブネ
ットワークも含むことができる。ネットワーク１２５０は、イーサネット（Ｅｔｈｅｒｎ
ｅｔ）（登録商標）ネットワーク等の有線とすることもでき、又はＥＤＧＥ、３Ｇ、及び
４Ｇ無線セルラシステムを含むセルラネットワーク等の無線とすることができる。無線ネ
ットワークは、ワイファイ（ＷｉＦｉ）（登録商標）、ブルートゥース（Ｂｌｕｅｔｏｏ
ｔｈ）（登録商標）、又は知られている他の任意の無線形式の通信でも良い。
【００７４】
　コンピュータ１２９９は、ヒューレットパッカードＨＰＬ２４４５ｗ　ＬＣＤモニタ等
のディスプレイ１２１０とインターフェイスする為の、米国エヌビディア（ＮＶＩＤＩＡ
）社製のＮＶＩＤＩＡ　ＧｅＦｏｒｃｅ　ＧＴＸやＱｕａｄｒｏグラフィックスアダプタ
等のディスプレイコントローラ１２０８を更に含む。汎用入出力インターフェイス１２１
２は、キーボード及び／又はマウス１２１４、並びにディスプレイ１２１０上のタッチス
クリーンパネル１２１６又はディスプレイ１２１０とは分かれたタッチスクリーンパネル
１２１６とインターフェイスする。汎用入出力インターフェイスは、ヒューレットパッカ
ードのオフィスジェット（ＯｆｆｉｃｅＪｅｔ）やデスクジェット（ＤｅｓｋＪｅｔ）等
のプリンタ及びスキャナを含む様々な周辺機器１２１８にも接続する。上記の例示的実施
形態の中で前述した周辺要素は、図１３の例示的実施形態の中の周辺機器１２１８によっ
て具体化され得る。
【００７５】
　スピーカ／マイクロフォン１２２２とインターフェイスし、それにより音声及び／又は
音楽を提供する為に、クリエイティブ（Ｃｒｅａｔｉｖｅ）のサウンドブラスターＸ－Ｆ
ｉチタニウム（Ｓｏｕｎｄ　Ｂｌａｓｔｅｒ　Ｘ－Ｆｉ　Ｔｉｔａｎｉｕｍ）等のサウン
ドコントローラ１２２０をコンピュータ１２９９内に設けても良い。スピーカ／マイクロ
フォン１２２２を使用し、ロボットによってガイドされる医療処置システムを制御する為
の指令として、又は目標特性に対する位置及び／又は特性情報を提供する為の指令として
、口述言語を受け付けることもできる。
【００７６】
　汎用記憶域コントローラ１２２４は、ロボットによってガイドされる医療処置システム
のコンポーネントの全てを相互接続する為に、ＩＳＡ、ＥＩＳＡ、ＶＥＳＡ、ＰＣＩ、又
は同様のものであり得る通信バス１２２６と記憶媒体ディスク１２０４を接続する。ディ
スプレイ１２１０、キーボード及び／又はマウス１２１４、並びにディスプレイコントロ
ーラ１２０８、記憶域コントローラ１２２４、ネットワークコントローラ１２０６、サウ
ンドコントローラ１２２０、及び汎用入出力インターフェイス１２１２の一般的な特徴及
び機能は知られているので、簡潔にする為に、本明細書ではその説明を省略する。
【００７７】
　当然、本開示の様々な修正形態及び改変形態が上記の教示に照らしてあり得る。従って
、添付の特許請求の範囲内で、本発明は本明細書で具体的に説明したのとは別の方法で実
施できることを理解すべきである。例えば、開示した技法のステップを別の順序で実行し
た場合、開示したシステム内のコンポーネントを別の方法で組み合わせた場合、又はコン
ポーネントを他のコンポーネントで置換し若しくは補足した場合に有利な結果が実現され
る場合がある。本明細書に記載した機能、プロセス、及びアルゴリズムは、本明細書に記
載の機能、プロセス、及びアルゴリズムを実行する為のプログラムコード及び／又はコン
ピュータ命令を実行するように構成されるコンピュータプロセッサ及び／又はプログラム
可能処理回路を含むハードウェア、又はハードウェアによって実行されるソフトウェアに
よって実行することができる。プロセッサは回路を含むので、処理回路にはプログラムさ
れたプロセッサが含まれる。処理回路には、列挙した機能を実行するように構成される特
定用途向け集積回路（ＡＳＩＣ）や従来の回路部品等の装置も含まれる。
【００７８】
　本明細書に記載した機能及び特徴は、システムの様々な分散コンポーネントによって実
行することもできる。例えば、これらのシステム機能を１個又は複数のプロセッサが実行
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しても良く、それらのプロセッサはネットワーク内で通信する複数のコンポーネントにわ
たって分散される。分散コンポーネントは、様々なヒューマンインターフェイス及び／又
は通信装置（例えば表示装置、スマートフォン、タブレット、携帯情報端末（ＰＤＡ））
に加え、１つ又は複数のクライアントマシン及び／又はサーバマシンを含み得る。ネット
ワークは、ＬＡＮやＷＡＮ等の私設ネットワークでも、インターネット等の公衆ネットワ
ークでも良い。システムへの入力は、利用者による直接入力によって、及び／又は実時間
で若しくはバッチ処理として遠隔的に受け付けることができる。更に、開示したのと同一
でないモジュール又はハードウェア上で一部の実装形態を実行しても良い。従って他の実
装形態も、特許請求の範囲に記載され得る範囲に含まれる。
【００７９】
　本明細書及び添付の特許請求の範囲では、単数形「ａ」、「ａｎ」、及び「ｔｈｅ」は
、明らかに別段に解すべき事情がない限り複数形の言及を含むことに留意すべきである。
　

【図１】 【図２】
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